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（１） 教育支援の基本的な考え方 

① 共生社会の実現に向けて  

本県では、「共に学び、共に暮らし、共に生きる」を基本理念として、共生社会の形成に向けた

特別支援教育の推進を行っています。共生社会とは、「全ての国民が障がいの有無によって分け

隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会」です。 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

これらの方向性の実現のために、就学支援、指導方法や指導体制、施設環境など障がいのあ

る子どもの学びの場の整備、特別支援教育に携わる教師の専門性向上を進めることが必要で

す。 

 

② 合理的配慮と基礎的環境の整備 

共生社会の実現に向けて、確認しておきたい法律として、「障害を理由とする差別の解消の推

進に関する法律」いわゆる「障害者差別解消法」があります。「障害者差別解消法」は平成 28

年 4 月に施行しており、全ての国民が障がいの有無によって分け隔てられることなく、相互に人

格と個性を尊重し合いながら共生する社会の実現に向け、障がい者差別の解消を推進すること

を目的としています。その後、この法律は令和 3年 6月に改正法が公布され、令和 6年 4月に

施行となっています。大きな改正点は、事業者も合理的配慮の提供が義務化されたことです。障

がいによる社会的障壁を除去するためには、合理的配慮の提供と基礎的環境整備について理

解しておくことが必要です。   

合理的配慮とは、障がいのある児童生徒が、  

他の児童生徒と平等に「教育を受ける権利」を享

有・行使することを確保するために、学校の設置

者や学校が必要かつ適当な変更・調整を行うこと

で、障がいのある児童生徒が学校教育を受ける

場合に、その状況に応じて個別に必要とされるも

のであり、学校の設置者及び学校に対して、体制

面、財政面において、均衡を失した又は過度の負担を課さないものです。 

基礎的環境整備とは、「合理的配慮」の基礎となるものであり、不特定多数の障がいのある

子どもに対して合理的配慮を的確に行うことができるようにする環境の整備です。「合理的配慮

障がいのある子どもと 

障がいのない子どもが 

可能な限り共に過ごすため

の条件整備 

一人一人の 

教育的ニーズに応じた 

連続性のある 

多様な学びの場の整備 

○障がいのある子どもと障がいのない子どもが、年間を通じて計画的・継続的に

共に学ぶ活動の更なる拡充 

○障がいのある子どもの教育的ニーズの変化に応じて、学びの場を変えられるよ

う、多様な学びの場の間で教育課程が円滑に接続することによる学びの場の連

続性の実現 

両輪 

として 

推進・充実 

～共生社会の形成に向けた特別支援教育の推進～ 
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」は、「基礎的環境整備」を基に個別に決定されるものであり、それぞれの学校における「基礎的

環境整備」の状況により、提供される「合理的配慮」も異なります。従って「合理的配慮」の充実

を図ることで基礎的環境整備の充実は欠かせないものです。なお、基礎的環境整備も、体制面、

財政面を勘案し、均衡を失した又は過度の負担を課さないよう留意する必要があります。 

合理的配慮は、子ども一人一人の障がいの状態等を踏まえて教育的ニーズ（本手引 P.５ 参

照）の整理と必要な支援の内容の検討を通して、個々に決定します。そのため、各学校の設置者

及び学校は、前述の「教育的ニーズを整理するための観点」を踏まえて、個々の教育的ニーズを

整理する必要があります。これを踏まえて、設置者及び学校と本人及び保護者により、個別の教

育支援計画を作成する中で、発達の段階を考慮しつつ、次の「合理的配慮の観点」を踏まえな

がら、合理的配慮について可能な限り合意形成を図った上で決定し、提供されることが望まれま

す。その内容は、個別の教育支援計画に明記するとともに、個別の指導計画においても活用され

ることが重要です。 

 （参考）「共生社会の形成に向けたインクルーシブ教育システムの構築のための特別支援教

育の推進（報告）」（平成24年7月23日中央教育審議会初等中等教育分科会に

おける合理的配慮を提供するに当たっての観点 

 

【合理的配慮の観点①教育内容・方法】 

①－１ 教育内容 

①－１－１ 学習上又は生活上の困難を改善・克服するための配慮 

①－１－２ 学習内容の変更・調整 

①－２ 教育方法 

①－２－１ 情報・コミュニケーション及び教材の配慮 

①－２－２ 学習機会や体験の確保 

①－２－３ 心理面・健康面の配慮 

【合理的配慮の観点②支援体制】 

②－１ 専門性のある指導体制の整備 

②－２ 幼児児童生徒、教職員、保護者、地域の理解啓発を図るための配慮 

②－３ 災害時等の支援体制の整備 

【合理的配慮の観点③施設・設備】 

③－１ 校内環境のバリアフリー化 

③－２ 発達、障害の状態及び特性等に応じた指導ができる施設・設備の配慮 

③－３ 災害時等への対応に必要な施設・設備の配慮 

合理的配慮や基礎的環境整備の充実に向けて、文部科学省の策定している「文部科学省所

管事業分野における障害を理由とする差別の解消の推進に関する対応指針」も参考にし、就学

先の学校や学びの場の検討を進めていただきたいです。 

※「障害のある子供の教育支援の手引」（令和３年６月 文部科学省）の「第３編 障害の状態

等に応じた教育的対応」のⅠ～Ⅹ（各障がい種別）の１の「（２）教育的ニーズを整理するため

の観点」の「③合理的配慮を含む必要な支援の内容」を参照。 

 

③ 早期からの一貫した教育支援の重要 

障がいのある子どもに対し、その障がいを早期に発見し、早期からその発達に応じた必要な

支援を行うことは、その後の自立や社会参加に大きな効果があると考えられます。 

乳児期から幼児期にかけて子どもが専門的な教育相談・支援が受けられる体制を、医療、福
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祉、保健等との連携の下に確立するとともに、乳幼児期から始まっている療育相談や支援を就

学期に円滑に引き継ぎ、障がいのある子ども一人一人の精神的及び身体的な能力等をその可

能な最大限度まで発達させ、学校卒業後の地域社会に主体的に参加できるよう移行支援を充

実させるなど、一貫した教育支援が強く求められます。 

そのためには、早期からの教育相談、就学相談、就学後の継続的な教育支援の全体を「一貫

した教育支援」と捉え直し、個別の教育支援計画の作成・活用等の推進を通じて、子ども一人一

人の教育的ニーズに応じた教育支援の充実を図ることが重要です。 

就学支援中心の「点」としての教育支援だけではなく、早期からの教育相談・支援、就学相

談・支援、学校や学びの場の変更を含む就学後の継続的な教育支援に至る一連の「線」として

の教育支援へ、そして、家庭や関係機関と連携した「面」としての教育支援を展開していくことが

大切です。 

 

（２） 就学先決定の仕組みと相談支援の在り方 

① 基本的な考え方 

就学先の学校や学びの場を検討する際、子ども一人一人の障がいの状態等を把握して教育

的ニーズを明確にし、具体的にどのような支援の内容が必要とされるかということを整理するこ

とがまずは重要です。 
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教育的ニーズを整理する際に把握する情報としては、次の三つの観点とそれぞれの下位項目とし

て示している具体的な視点を踏まえて整理することが重要です。 

教育的ニーズを整理するための観点 

観点① ○○障害の状態等の把握 

（視点）医学的側面からの把握 

（視点）心理学的・教育的側面からの把握 

観点② ○○障害のある子供に特別に必要な指導内容 

（視点）就学前までに特別に必要とされる養育の内容 

（視点）義務教育段階において特別に必要とされる指導内容 

観点③ ○○障害のある子供の教育上の合理的配慮を含む必要な支援の内容 

（視点）「共生社会の形成に向けたインクルーシブ教育システム構築のための特別支援教育

の推進（報告）」の「別表」の観点による配慮の検討 

※「障害のある子供の教育支援の手引」（令和３年６月 文部科学省）「第３編 障害の状態等に応じ

た教育的対応」のⅠ～Ⅹ（各障がい種別）の１「（２）教育的ニーズを整理するための観点」を参照 

 

そして、自立と社会参加を見据えて、その時点で教育的ニーズに最も的確に応える指導を提

供できる就学先となる学校や学びの場について、教育支援委員会等において検討を行うととも

に、市町村教育委員会が総合的な判断を行い、本人及び保護者、教育委員会及び学校との合

意形成を進めた上で、最終的には市町村教育委員会が決定します。こうした一連のプロセスと

それを構成する一つ一つの取組の趣旨を、就学に関わる者全てが十分に理解することが重要で

す。 

障がいのある子どもと障がいのない子どもが、可能な限り同じ場で共に学ぶことを目指すこと

を踏まえ、そのための環境整備として、小中学校等における通常の学級、通級による指導、特別

支援学級や特別支援学校といった連続性のある多様な学びの場を整備しておく必要があります。

そして、それぞれの子どもが、授業内容が分かり学習活動に参加している実感・達成感をもちな

がら、充実した時間を過ごしつつ、生きる力を身に付けていけるかどうかを最も本質的な視点と

し、その時点で教育的ニーズに最も的確に応える指導を提供できる就学先となる学校や学びの

場を検討することが重要です。 

 

② 手続きの流れ 

ア）学齢簿の作成 

市町村教育委員会は、毎年１０月３１日までに、その市町村に住所の存する就学予定者の、

１０月１日現在の学齢簿を作成しなければなりません（学校教育法施行令第２条）。この学齢

簿の作成により、就学を予定している子どもの氏名が確定していきます。 

学齢簿の作成から就学時健康診断の実施に至る過程で、既存の情報がない障がいのある

子どもを把握した場合には、早急に子どもの実態把握を行う必要があります。例えば、認定こ

ども園・幼稚園・保育所のほか、就学前の支援機関等につながっていないような場合には、速

やかに状況を確認し、適切な就学支援が開始されるよう、促さなければならなりません。その

他にも、障がいのある無戸籍の学齢児童生徒の居住が判明した場合には、 「無戸籍の学齢

児童・生徒の就学の徹底及びきめ細かな支援の充実について（通知）」 （平成 27 年７月８

日付け 27 初初企第 12 号文部科学省初等中等教育局初等中等教育企画課長）を踏ま

え、就籍に向けた迅速できめ細かな支援が必要です。 
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イ） 就学時健康診断の実施 

就学時の健康診断は、小学校等への就学予定者を対象に行われており、毎年の１１月３０

日までに実施することが市町村教育委員会に義務付けられています（学校保健安全法施行

令第１条）。この就学時の健康診断は、市町村教育委員会が就学予定者の心身の状況を把

握し、小学校等への就学に当たって、治療の勧告、保健上必要な助言を行うとともに、就学義

務の猶予もしくは免除又は特別支援学校への就学等に関し適切な措置をとることを目的とし

ています。 

就学時の健康診断後の対応として、市町村教育委員会は、担当医師及び歯科医師の所見

に照らして、治療を勧告し、保健上必要な助言を行うこととなります。 

就学時の健康診断及びその結果に基づく対応が、就学先の学校や学びの場を決定するた

めの情報を収集する上で特に大きな意味をもちますので、法定健診（１歳６か月児健康診査、

３歳児健康診査）や５歳児健康診査の担当者と就学支援の担当者同士が相互に連携を図り

ながら、健康診査で得られた情報を基に、必要に応じて、就学相談や学校見学・体験入学に、

速やかにつなげていくような支援体制の整備に努める必要があります。 

なお、「就学時の健康診断マニュアル 平成 29 年度改訂」（公益財団法人日本学校保

健会刊）において、発達障がいの可能性がある幼児への対応についての記載が充実してお

り、それらの内容も十分参考にして対応することが重要です。 

 

ウ） 保護者からの意見聴取、意向確認 

市町村教育委員会は、本人及び保護者から就学に関する意見聴取・意向確認を行うため

の就学相談に当たっては、それまでの間、本人及び保護者が就学先について考える時間を十

分に確保しておくことが必要です。 

また、実際の意見聴取・意向確認に当たっては、就学を希望する学校や学びの場における

基礎的環境整備の状況、提供可能な教育上の合理的配慮を含む必要な支援の内容等につ

いても明確にしながら、建設的対話に努めることが重要です。その際、「特別の教育課程」の

編成に関することや、それぞれの学校や学びの場を通した子どもの育ちの見通しなどの事例

についても、確認することも必要です。 

 

 エ） 教育支援委員会等による専門家からの意見聴取 

市町村教育委員会は、就学先となる学校や学びの場の検討に当たり、教育学、医学、心理

学等の専門家の意見を聴取することが必要であり、教育支援委員会等にそれぞれの専門家

が参加して多角的、客観的に検討を行うことが必要です。なお、専門家からの意見聴取は、市

町村教育委員会による就学先となる学校や学びの場の総合的な判断に資するように実施さ

れるものであり、就学先を決定するのは、教育支援委員会等ではなく、市町村教育委員会で

あることに留意することが必要です。 

「教育支援委員会」について 

教育支援委員会においては、早期からの教育相談・支援や就学先決定時のみならず、

その後の一貫した支援についても助言を行うという観点から、以下のように、その機能の拡

充を図っていくことが適当です。 

○障がいのある子どもの障がいの状態等を早期から把握する観点から、教育相談担当

者との連携により、障がいのある子どもの情報を継続的に把握すること。 

○就学移行期においては、教育委員会と連携し、本人及び保護者に対する情報提供につ
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オ） 教育委員会の総合的判断と本人及び保護者と教育委員会、学校の合意形成 

就学先の学校や学びの場の決定の仕組みにおいて、最も重要なプロセスの一つが、本人及

び保護者と学校、学校の設置者である教育委員会との合意形成です。市町村教育委員会が

総合的に判断した就学先の学校や学びの場については、本人及び保護者の意見を最大限尊

重しつつ、対象となる子ども一人一人の教育的ニーズと必要な支援の内容を踏まえているこ

とについて、本人及び保護者、学校等に対して十分な説明と合意形成を図ることが重要です。 

 

カ） 就学先の決定 

本人及び保護者と市町村教育委員会や学校間で就学先となる学校や学びの場について

合意形成が図られた後、最終的には市町村教育委員会が、子どもの就学先を決定します。 

就学先の決定に当たっては、その子どもがその学校で十分な教育を受けられる環境が確保

されていることが必要であり、その確認や実際の受入れ体制の準備を欠いたまま、市町村教

育委員会が就学に関する通知を発出することがあってはいけません。 

 

キ） 学びの場の柔軟な見直し 

就学後の学びの場をスタートにして、可能な範囲で学校卒業までの子どもの育ちを見通し

ながら、小学校段階６年間、中学校段階３年間の就学先となる学校や学びの場の柔軟な見直

しができるようにしていくことが必要です。 

そのためには、子ども一人一人の発達の程度、適応の状況、各教科等の学習の習得状況、

自立活動の指導の状況、交流及び共同学習の実施時間数の状況等を勘案しながら、学びの

場の変更や転学ができることを、保護者を含めた全ての関係者の共通理解とすることが重要

です。その上で、市町村教育委員会が定期的に教育相談を実施し、個別の教育支援計画や

個別の指導計画に基づく関係者による会議などを行い、それらの計画を適切に評価しなが

ら、対象となる子どもの教育的ニーズの整理と必要な支援の内容を検討・確認し、必要に応じ

て教育支援委員会等の助言を得つつ、就学先となる学校や学びの場の柔軟な見直しに努め

ていく必要があります。 

なお、この場合についても、本人及び保護者と市町村教育委員会や学校等間で就学先と

なる学校や学びの場の変更について合意形成が図られた後、最終的には市町村教育委員会

が、子どもの就学先となる学校や学びの場の変更を決定します。 

 

 

いて助言を行うこと。 

○教育的ニーズと必要な支援の内容について整理し、個別の教育支援計画の作成につ

いて助言を行うこと。 

○市町村教育委員会による就学先決定に際し、事前に総合的な判断のための助言を行

うこと。 

○就学先についての教育委員会の決定と保護者の意見が一致しない場合において、市

町村教育委員会からの要請に基づき、第三者的な立場から調整を行うこと。 

○就学先の学校に対して適切な情報提供を行うこと。 

○就学後についても、必要に応じて学校や学びの場の変更等について助言を行うこと。 

○合理的配慮について、その提供の妥当性や関係者間の意見が一致しない場合の調整

について助言を行うこと。 



8 
 

③ 個別の教育支援計画の作成・活用について 

早期からの一貫した支援のためには、障がいのある子どもの成長記録や指導内容等に関す

る情報について、本人・保護者の了解を得た上で、その扱いに留意しつつ、必要に応じて関係機

関が共有し活用していくことが求められます。 

具体的には、入学前までに、それまでの支援の内容、その時点での子ども一人一人の教育的

ニーズを踏まえた教育上の合理的配慮を含む必要な支援の内容等について、保護者や幼稚

園・認定こども園・保育所や、医療、福祉、保健等の関係機関と連携して、個別の教育支援計画

等として整理します。これを、就学後に学校が作成する個別の教育支援計画の基となるものとし

て、就学先の学校に引き継ぎます。 個別の教育支援計画の作成・活用に以下の効果が期待で

きます。 

 

・教育的ニーズの整理 

・支援の目標や教育上の合理的配慮を含む必要な支援の内容の検討 

・関係者間の情報共有の促進と共通認識の醸成 

・家庭や医療、福祉、保健、労働等の関係機関との連携強化 

・教育的ニーズと必要な支援の内容の定期的な見直し等による継続的な支援 

 

④ 本県における教育支援委員会等について 

本県においては、「鳥取県特別支援教育推進委員会就学支援分科会」（以下、「鳥取県就学

支援分科会」という。）等を設置し、市町村を支援する体制を整備しています。 

特別支援学校就学に係る合意形成が困難な場合等において、市町村教育委員会からの申

請に基づき、鳥取県就学支援分科会による審査を行います。（本手引Ｐ.３２参照） 

また、市町村における教育支援委員会等への助言・支援を行う「鳥取県教育支援チーム」を

平成 27 年９月に設置し、市町村教育委員会や特別支援学校からの依頼に応じて専門家を派

遣し、相談・助言を行っています。（本手引Ｐ.９９参照） 
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⑤ 就学可能な障がいの種類と程度 

障がいのある児童生徒のうち、特別支援学校、特別支援学級、通級による指導における教育

の対象となる障がいの種類と程度については、下のとおりです。 

【学校教育法施行令第 22条の３】の規定 

特別支援学校に就学可能な障がいの種類と程度 

【平成 25年 10月４日付 25文科初第756号文部科学省初等中等教育局長通知】（以下「756号通知」） 

特別支援学級及び通級による指導において教育を受けることが適当である障がいの種類と程度 
 

区

分 

特別支援学校 

（学校教育法施行令第 22条の３） 

特別支援学級 

（756号通知） 

通級による指導 

（756号通知） 

視 

覚 

障 

害 

【視覚障害特別支援学校】 

両眼の視力がおおむね 0.3 未満

のもの又は視力以外の視機能障

害が高度のもののうち、拡大鏡等

の使用によつても通常の文字、図

形等の視覚による認識が不可能

又は著しく困難な程度のもの 

【弱視特別支援学級】 

拡大鏡等の使用によっても通常

の文字、図形等の視覚による認

識が困難な程度のもの 

【弱視】 

拡大鏡等の使用によっても通

常の文字、図形等の視覚によ

る認識が困難な程度の者で、

通常の学級での学習におおむ

ね参加でき、一部特別な指導

を必要とするもの 

聴 

覚 

障 

害 

【聴覚障害特別支援学校】 

両耳の聴力レベルがおおむね 60

デシベル以上のもののうち、補聴

器等の使用によつても通常の話声

を解することが不可能又は著しく困

難な程度のもの 

【難聴特別支援学級】 

補聴器等の使用によっても通常

の話声を解することが困難な程

度のもの 

【難聴】 

補聴器等の使用によっても通

常の話声を解することが困難

な程度の者で、通常の学級で

の学習におおむね参加でき、

一部特別な指導を必要とする

もの 

知 

的 

障 

害 

【知的障害特別支援学校】 

一 知的発達の遅滞があり、他人と

の意思疎通が困難で日常生活を

営むのに頻繁に援助を必要とする

程度のもの 

二 知的発達の遅滞の程度が前号

に掲げる程度に達しないもののう

ち、社会生活への適応が著しく困

難なもの 

【知的障害特別支援学級】 

知的発達の遅滞があり、他人と

の意思疎通に軽度の困難があ

り日常生活を営むのに一部援

助が必要で、社会生活への適

応が困難である程度のもの 

 

肢 

体 

不 

自 

由 

【肢体不自由特別支援学校】 

一 肢体不自由の状態が補装具の

使用によつても歩行、筆記等日常

生活における基本的な動作が不可

能又は困難な程度のもの 

二 肢体不自由の状態が前号に掲

げる程度に達しないもののうち、常

時の医学的観察指導を必要とする

程度のもの 

【肢体不自由特別支援学級】 

補装具によっても歩行や筆記等

日常生活における基本的な動

作に軽度の困難がある程度の

もの 

【肢体不自由】 

肢体不自由の程度が、通常の

学級での学習におおむね参加

でき、一部特別な指導を必要

とする程度のもの 
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区

分 

特別支援学校 

（学校教育法施行令第 22条の３） 

特別支援学級 

（756号通知） 

通級による指導 

（756号通知） 

病 

弱 

・ 

身

体

虚

弱 

【病弱特別支援学校】 

一 慢性の呼吸器疾患、腎臓疾

患及び神経疾患、悪性新生物そ

の他の疾患の状態が継続して医

療又は生活規制を必要とする程

度のもの 

二 身体虚弱の状態が継続して

生活規制を必要とする程度のも

の 

【病弱・身体虚弱特別支援学級】 

一 慢性の呼吸器疾患その他疾

患の状態が持続的又は間欠的に

医療又は生活の管理を必要とす

る程度のもの 

二 身体虚弱の状態が持続的に

生活の管理を必要とする程度の

もの 

【病弱・身体虚弱】 

病弱又は身体虚弱の程度が、

通常の学級での学習におおむ

ね参加でき、一部特別な指導

を必要とする程度のもの 

言 

語

障

害 

 【言語障害特別支援学級】 

口蓋裂、構音器官のまひ等器質

的又は機能的な構音障害のある

者、吃音等話し言葉におけるリズ

ムの障害のある者、話す、聞く等

言語機能の基礎的事項に発達の

遅れがある者、その他これに準じ

る者（これらの障害が主として他

の障害に起因するものではない

者に限る。）で、その程度が著しい

もの 

【言語障害】 

口蓋裂、構音器官のまひ等器

質的又は機能的な構音障害

のある者、吃音等話し言葉に

おけるリズムの障害のある者、

話す、聞く等言語機能の基礎

的事項に発達の遅れがある

者、その他これに準じる者（こ

れらの障害が主として他の障

害に起因するものではない者

に限る。）で、通常の学級での

学習におおむね参加でき、一

部特別な指導を必要とする程

度のもの 

自

閉

症 

・

情

緒

障

害 

 【自閉症・情緒障害特別支援学級】 

一 自閉症又はそれに類するもの

で、他人との意思疎通及び対人

関係の形成が困難である程度の

もの 

二 主として心理的な要因による

選択性かん黙等があるもので、社

会生活への適応が困難である程

度のもの 

【自閉症】 

自閉症又はそれに類するもの

で、通常の学級での学習にお

おむね参加でき、一部特別な

指導を必要とする程度のもの 

【情緒障害】 

主として心理的な要因による

選択性かん黙等があるもの

で、通常の学級での学習にお

おむね参加でき、一部特別な

指導を必要とする程度のもの 

学

習

障

害 

 

 

 

 

【学習障害】 

全般的な知的発達に遅れはな

いが、聞く、話す、読む、書く、計

算する又は推論する能力のう

ち特定のものの習得と使用に

著しい困難を示すもので、一部

特別な指導を必要とする程度

のもの 
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区

分 

特別支援学校 

（学校教育法施行令第 22条の３） 

特別支援学級 

（756号通知） 

通級による指導 

（756号通知） 

注

意

欠

陥

多

動

性

障

害 

  【注意欠陥多動性障害】 

年齢又は発達に不釣り合いな

注意力、又は衝動性・多動性

が認められ、社会的な活動や

学業の機能に支障をきたすも

ので、一部特別な指導を必要

とする程度のもの 

 

⑥ 障がいの判断に当たっての留意事項（756号通知より抜粋） 

【特別支援学校】 

ア）視覚障害者 

専門医による精密な診断に基づき総合的に判断を行うこと。なお、年少者、知的障害者等

に対する視力及び視力以外の視機能の検査は困難な場合が多いことから、一人一人の状

態に応じて、検査の手順や方法をわかりやすく説明するほか、検査時の反応をよく確認するこ

と等により、その正確を期するように特に留意すること。 

イ）聴覚障害者 

専門医による精密な診断結果に基づき、失聴の時期を含む生育歴及び言語の発達の状 

態を考慮して総合的に判断を行うこと。 

ウ）知的障害者 

知的機能及び適応機能の発達の状態の両面から判断すること。標準化された知能検査等

の知的機能の発達の遅滞を判断するために必要な検査、コミュニケーション、日常生活、社

会生活等に関する適応機能の状態についての調査、本人の発達に影響がある環境の分析

等を行った上で総合的に判断を行うこと。 

エ）肢体不自由者 

専門医の精密な診断結果に基づき、上肢、下肢等の個々の部位ごとにとらえるのでなく、身

体全体を総合的に見て障害の状態を判断すること。その際、障害の状態の改善、機能の回復

に要する時間等を併せ考慮して判断を行うこと。 

オ）病弱者（身体虚弱者を含む。） 

医師の精密な診断結果に基づき、疾患の種類、程度及び医療又は生活規制に要する期間

等を考慮して判断を行うこと。 

 

【特別支援学級】 

上記のアからオも参照するとともに、障がいのある児童生徒の教育の経験のある教員等によ

る観察・検査、専門医による診断等に基づき教育学、医学、心理学等の観点から総合的かつ慎

重に行うこと。 

 

【通級による指導】 

障害のある児童生徒に対する教育の経験のある教員等による観察・検査、専門医による診断

等に基づき教育学、医学、心理学等の観点から総合的かつ慎重に行うこと。その際、通級による

指導の特質に鑑み、個々の児童生徒について、通常の学級での適応性、通級による指導に要す
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る適正な時間等を十分考慮すること。 

 

⑦ 就学先となる学校や学びの場と提供可能な教育機能 

就学先となる学校や学びの場を検討する際には、「障害のある子供の教育支援の手引」（令

和３年６月 文部科学省）の「第３編 障害の状態等に応じた教育的対応」のⅠ～Ⅹ（各障がい

種別）の以下の頁を参照し、障がい種ごとの学校や学びの場と提供可能な教育機能について、

必ず確認します。 

 

（３） 就学に関する相談・支援 

就学に関する説明や相談、学校見学、体験入学など、本人及び保護者を対象とした就学に向

けた様々な事前の準備を支援する活動を、早期の段階から時間的余裕をもって、計画的に実施

していくことが、その後の就学に関する手続きについて十分理解を深め、適切で円滑な就学先の

決定を行う上で、極めて重要です。本人及び保護者が、就学に関する事前の相談・支援の流れ

や今後の予定などについて具体的なイメージをもてるようにすることのほかに、早い段階から教

育委員会や園・学校が本人及び保護者と積極的なコミュニケーションを図ることで、双方の信頼

関係を構築していくことが必要です。受け入れ先の学校は日頃から温かい雰囲気や学校風土の

醸成が大切となります。 

 

① 学校見学 

保護者が、就学先となる学校や学びの場に関する情報を得るために学校見学を行う場合に

は、単なる学校施設の見学に終始しないように配慮する必要があります。保護者の学校教育に

対する期待を十分に理解し、見学場面における学習のねらいや次にどのような学習内容に発展

していくのか、また、個に応じた指導の在り方や教育上の合理的配慮などについても、具体的に

分かりやすく説明することが大切です。 

また、子どもが就学する場合には、学校における多様な学びの場において、どのような適切な

指導や必要な支援を受けることができるのか、さらに、多様な学びの場を活用した成長事例が

分かりやすい形で情報提供されることも重要です。特に、小中学校等への就学を考える際には、

通常の学級、通級による指導、特別支援学級などの多様な学びの場があることについて、保護

者が具体的なイメージをもって理解を深められるよう、留意していくことが重要です。 

なお、学校見学の実施に当たっては、本人及び保護者が知りたい情報に的確に応えるための

事前の準備が重要であり、学校見学当日も、資料等に基づき、分かりやすく、具体的に説明する

ことが求められます。市町村教育委員会は、学校に対し、特別な準備をするのではなく、日常の

学校生活をありのままに見てもらうように伝えることが重要です。 

 

② 体験入学 

体験入学は、子どもが、就学先となり得る学校や学びの場の日課に沿って実際に授業に参加

し、学習活動を体験する機会として実施します。保護者にとっては、自分の子どもが実際に授業

に参加している姿を見学してもらうことにより、子どもの自立と社会参加を見据えて、その時点で

本人の教育的ニーズに最も的確に応える指導を提供できる学校や学びの場であるかどうかに

ついて、具体的かつより客観的に知る機会となります。 

学校は、体験入学を実施するに当たって、その趣旨について学校全体の共通理解を図ったり、

教育委員会と連携したりして組織的に行うことが必要です。 
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③ 就学後のフォローアップと柔軟な対応 

就学時に決定した学校や学びの場は、固定したものではなく、それぞれの子どもの発達の程

度、適応の状況等を勘案しながら、小中学校等から特別支援学校又は特別支援学校から小中

学校等といったように、双方向での転学等ができること、新たに通級による指導の開始や終了が

できること、特別支援学級から通常の学級への学びの場の変更ができることなどを、全ての関

係者の共通理解とすることが重要です。 

子ども一人一人の障がいの状態等の変化に応じて適切な教育を行うためには、就学時のみ

ならず就学後も引き続き教育相談を行う必要があります。そのためには、学校内の特別支援教

育に関する体制を整備しながら、教育相談や個別の教育支援計画に基づく関係者による会議

などを定期的に行い、支援の目標や教育上の合理的配慮を含む必要な支援の内容についての

評価に基づき、必要に応じて個別の教育支援計画や個別の指導計画の見直しを行うとともに、学校

や学びの場を柔軟に変更できるようにしていくことが適当です。 

就学先決定までの手続の流れや就学先決定後も柔軟に学校間の転学や学びの場の変更等がで

きることなどを本人及び保護者にあらかじめ説明を行うことが必要です。 

 

（４） 移行期の教育支援 

教育支援の主体者が替わる移行期の教育支援に特に留意する必要があり、移行期において

は、個別の教育支援計画やこれまで各地域で共有されてきた関連資料を活用し、従前の教育上

の合理的配慮を含む支援の内容を新たな支援機関等に着実に引き継ぐことが重要です。 教育

支援の主体が替わる移行期は以下の時期があります。 

・医療機関等で障がいが発見されてから教育、福祉、保健等の関係機関に引き継がれる時 

 期 

・幼稚園・認定こども園・保育所、児童発達支援センター等の障害児通所支援施設等から小

学校等や特別支援学校小学部に引き継がれる時期 

・小学校等や特別支援学校小学部から中学校等や特別支援学校中学部に引き継がれる時 

 期 

・中学校、義務教育学校後期課程や特別支援学校中学部から高等学校や特別支援学校高

等部に引き継がれる時期 

・高等学校や特別支援学校高等部から就労先や大学等の進学先、就労移行支援機関・生活

介護事業所等を利用した進路先へ引き継がれる時期 

 

移行期の教育支援については、教育支援の対象となる子どもに対し、必要な教育支援の継 

続性を確保するとともに、これまでの教育的ニーズや必要な教育支援の内容を改めて評価して

必要な見直しを行うことにより、よりよい教育支援を行うことができるようにします。 

また、教育支援の対象となる子どもやその保護者が、必要な教育支援への見通しをもてるよう

にすることにより、不安を解消するとともに、必要な教育支援の内容等について就学先や進学先

と対話するなど主体的に関与することができるようになれば、結果として、障がいのある子どもの

自立を促すことにつながります。 

 

（５） 進学や就職、就労等に向けた取組 

障がいのある子どもが、将来の進路を主体的に選択できるよう、子ども一人一人の実態や進

路希望等を的確に把握し、早い段階からの進路指導の充実を図ることが大切です。その際、実
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際に進学した場合に必要な教育上の合理的配慮を含む支援の内容の整理等、子ども一人一人

の教育的ニーズを踏まえた早期の準備が必要です。また、就職を希望する生徒に対しては、企業

等への就職が、職業的な自立を図る上で有効であることから、労働関係機関等との連携を密に

した就労支援を進めることが必要です。さらに、卒業後に福祉サービスを利用した、いわゆる福

祉的就労等に進むことも想定されることから、障がい福祉担当部局等との連携を進めることも

必要です。 

 

（６） 就学に関わる関係者に求められるもの 

障がいのある子どもの就学先の決定に至るまでには、教育委員会担当者、教育や保育の担

当者、保健・福祉の担当者、医療担当者等、多くの関係者が関わることとなり、かつ、これらの関

係者が相互に密接な連携を図ることが必要です。仮に、関係者が連携をしていなかったり、関係

機関の存在と機能（支援する具体的内容）が保護者に周知されていなかったり、関係機関や担

当者により考え方や対応が異なっていたりすると、保護者がどこに相談に行けばよいのか分から

なくなったり、子ども一人一人の教育的ニーズについての誤解、保護者が知っておくべき情報の

偏りや漏れ、繰り返し異なる機関に出向くことへの負担感など、様々な問題が生じる要因となり

ます。 

就学先となる学校や学びの場の検討に関わる関係者の対応如何によっては、子ども一人一

人の教育的ニーズに応じた適切な教育や必要な支援を十分に享受することができず、結果とし

て、子どもの学習する権利を奪うことになりかねません。 

そこで、市町村教育委員会においては、県教育委員会等と連携して、担当者の資質向上のた

めの研修機会を充実するなどの取組が期待されます。 

 

① 保護者支援におけるカウンセリングマインドの発揮 

教育相談担当者は、保護者の心情や、子どもの現在までの治療・療育歴、育児等の経過につ

いて傾聴するとともに、共感的理解に努め、保護者との信頼関係を築きながら、温かい人間関係

の中で相談に当たることが大切です。 

教育相談においては、障がいの有無や原因を見つけるのではなく、保護者の抱えている悩み

を受け止めるという姿勢が必要です。そのためには、子どもの障がいやできないこと、問題となる

行動にばかり目を向けるのではなく、子どもができるようになったこと、得意なことや好きなことを

見つけたり、保護者がうまく関わっている点などを評価したりするなどして、保護者の不安を和ら

げることに配慮することが大切です。 

また、教育相談は、その後の適切な教育・支援のための方向性を話し合うことが目的であり、

子どもの可能性を最大限伸長させるための教育的対応の在り方や家庭での支援について、地

域や学校における基礎的環境整備の状況や提供可能な合理的配慮の内容を踏まえ、保護者と

ともに合意形成を図っていくことが求められます。  

 

② 乳児期・幼児期の保育等担当者に求められること 

乳幼児期・幼児期の保育担当者は、子どもと接する時間が長く、学習面や行動面における特

別な教育的支援が必要なことに早期に気付くことが可能となります。障がいのある子どもにとっ

て、集団の中での子ども同士の関わりにより成長・発達が促されたり、保護者自身も他の保護者

との関係を築いたりする中で相互理解が深まったりするなど、意義は大きいものとなります。 

個別の教育支援計画等の作成を通して、実態の的確な把握（アセスメント）や必要な支援の
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内容を複数の担当者で検討したり、よりよい個別の教育支援計画等を作るために専門家等の

活用を図ったりするなどして、具体的な対応を組織的に進めることが求められます。 

また、子どもの実態の的確な把握については、保護者との信頼関係作りの取組を通じて、家庭

での気付きも大切にしながら情報を保護者と共有し、特別な支援を必要とすることについて、保

護者の理解を得ることも求められます。  

 

③ 関係機関や事業所等の関係者に求められること 

関係機関の相談担当者は、子どもが必要とする支援の内容と方法を明らかにするために、保

護者や担任等、子どもの支援を実施する者からの相談を継続的に受けるとともに、活動場面の

観察や検査等を行って、子どもの状態を的確に把握する役割を担います。 保護者に対しては、

障がいの状態等の説明だけではなく、以前と比較して成長したところや改善されたところを伝え

ることが重要です。  

また、家庭で実行できるような配慮事項を具体的に伝え、保護者が子どもの状態を正しく理

解し、子育てに意欲的に取り組むことができるように助言することが大切です。この際、相談担当

者には、観察や検査から得られる実態把握だけではなく、子どもの家庭環境、居住地域の環境、

就学するかもしれない学校の規模や教育内容等、総合的な情報を加味した助言を行うことが求

められます。 

 

④ 学校関係者に求められること 

小中学校等及び特別支援学校についても、就学前からの支援を受け継ぐ機関として、障がい

のある子どもへの教育支援に対し、幅広く関与していく姿勢が求められます。また、障がいのある

子どもへの義務教育の実施を担当する責任はもちろん、就学後における障がいの状態等の変

化に対しても、各学校の関係者が主体的に子どもの教育的ニーズの変化の把握等のフォローを

行っていく必要があります。 

これらの前提として、全ての教員は、特別支援教育に関する一定の知識・技能を有しているこ

とが求められます。特に、多くの小中学校等の通常の学級に発達障がいの可能性のある子ども

の多くが在籍していることから、発達障がいに関する一定の知識・技能は、必須です。 

また、特別支援学校については、小中学校等の教員への支援機能、特別支援教育に関する相

談・情報提供機能、障がいのある子どもへの指導・支援機能、関係機関等との連絡・調整機能、

小中学校等の教員に対する研修協力機能、障がいのある子どもへの施設設備等の提供機能と

いったセンター的機能を有しており、その一層の充実を図るとともに、更なる専門性の向上に取り

組む必要があります。 

 

⑤ 将来の進路選択に関する情報を理解すること 

子どもが通園・通所・通学する認定こども園・幼稚園・保育所、小学校で、これまで何を目標と

して学んできたのか、身に付いたこと、身に付きつつあること、まだ身に付いてないことなど、その

情報を引き継いで指導・支援すべき課題の整理に生かしていくことが大切です。把握した子ども

の情報から今指導・支援すべき課題を整理するのみならず、数年後の子どもの学校や学びの場、

生活の場などを想定し、そこで必要とされる力や目指す姿を明らかにしていく視点も必要です。 

そのためにも就学先の教育課程や進学・就職・就労の状況について知ることが重要となりま

す。 
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ア 【通常の学級と知的障がい特別支援学校教育課程の違い】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

イ 【知的障がいのある子どもの主な進路先】 ※ここの矢印にもないケースもあります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※１ 会社と雇用契約を結び、働くこと 

※２ 障がいのある人を対象として、企業や官公庁などと直接雇用契約を結び、原則として最低賃

金以上の給与を得て働くこと 

小学校 

義務教育学校 

・通常の学級 

・特別支援学級 

特別支援学校 

・小学部 

中学校 

義務教育学校 

・通常の学級 

・特別支援学級 

特別支援学校 

・中学部 

就職・就労・ 

生活介護 

特別支援学校 

・高等部 

進学 
高等学校 

・全日制 

・定時制 

・通信制 
就職 
※１ 

一般就労
※２ 

福祉的 

就労 

生活介護 
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（７） その他留意事項 

① 医療的ケアの必要な子どもについて 
医療的ケアの必要な子どもについては、「障害のある子供の教育支援の手引」（令和３年６月 

文部科学省）に記載の内容に加え、「学校における医療的ケアの今後の対応について（通知）」

（平成 31年３月 20日付け 30文科初第 1769号初等中等教育局長）と別冊「小学校等にお

ける医療的ケア実施支援資料～医療的ケア児を安心・安全に受け入れるために～」、「鳥取県

版公立学校における医療的ケア体制ガイドライン」（令和８年５月改訂 鳥取県教育委員会）も

参考にしながら、医療的ケアが必要な子ども一人一人の障がいの状態等や教育的ニーズ、本

人及び保護者の意見、教育学、医学、心理学等専門的見地からの意見、学校や地域の状況等

を踏まえた総合的な観点から判断すること等が必要です。 

 

② 障がいのある外国人の子どもについて 

障がいのある外国人の子どもについては、「外国人の子どもの就学の促進及び就学状況等

の把握等について（通知）」（平成 31年３月 15日付け 30文科教第 582号文部科学省総合

教育政策局長、文部科学省初等中等教育局長）を踏まえることが必要です。具体的には、障が

いのある外国人の子どもの就学先の決定に当たっては、教育委員会において、日本国籍を有す

る子どもと同様に、「障害のある子供の教育支援の手引」（令和３年６月 文部科学省）及び「障

害のある児童生徒等に対する早期からの一貫した支援について（通知）」（平成 25年 10月４

日付け 25文科初第 756号文部科学省初等中等教育局長）等を参考としながら、障がいのあ

る外国人の子ども一人一人の障がいの状態等や教育的ニーズ、本人及び保護者の意見、教育

学、医学、心理学等専門的見地からの意見、学校や地域の状況等を踏まえた総合的な観点から

判断すること等が必要です。 

なお、障がいのない外国人の子どもについては、必要に応じ、日本語指導のための「特別の

教育課程」の編成・実施等により、受け入れ体制を整える必要があります。外国人の子どもに障

がいがないにも関わらず、日本語指導が必要であることをもって、特別支援学級や通級による指

導の対象とすることは不適切です。 

 


